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九

州

大

学

政

治

研

究

会

規

約

第

一
条

本
会
は
九
州
大
学
政
治
研
究
会
と
称
す
る
。

第
二
条

本
会
は
、
九
州
大
学
に
お
い
て
ひ
ろ
く
政
治
学
研
究

の

水
準
向
上
を
促
進
し
、
か
ね
て
本
学
政
治
学
関
連
部
門
に

所
属
す
る
大
学
院
生

へ
の
教
育

に
資

す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
関
連
諸

学
な
ら
び

に
九
州
地
区
を
中
心
と
す
る
諸
地
域

の
研
究

者
、
大
学
院
生
と
の
交
流
を
図
る
。

第
三
条

本
会
は
、
第
二
条
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
次
の
事
業
を
行

う
。
の

政
治
研
究
会
例
会

の
開
催
。

口

雑
誌

『政
治
研
究
』
の
発
行

・
販
売
。

第
四
条

本
会
は
、
次
の
者
を
会
員
と
す
る
。

〇

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院

に
所
属
す
る
政
治

学
関
連
部
門
の
教
官
、
九
州
大
学
大
学
院
法
学
府

に
所

属
す
る
政
治
学
専
攻

の
大
学
院
生
で
、
所
定
の
会
費
を

納
め
る
者
。

口

第

一
項

に
含
ま
れ
な
い
九
州
大

学

に
所
属
す
る
教

官
、
大
学
院
生
で
、
本
会

の
目
的

に
賛
同
し
、
所
定

の

会
費
を
納
め
る
者
。

日

本
会

の
目
的

に
賛
同
し
、
所
定

の
会
費
を
納
め
る

者
。

第
五
条

本
会
の
事
業

に
関
わ
る
経
費
は
、
会
員
よ
り
納
入
さ
れ

る
会
費
、
雑
誌

『政
治
研
究
』
の
売

上
、
寄
付
金
お
よ
び

そ
の
他
の
収
入
に
よ
る
。

第
六
条

会
費
は
年
度
ご
と
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但

し
会
費
納
入
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

別
に
定
め
る

「政
治

研
究
会
の
会
費
納
入
に
つ
い
て
」
に
従
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条

会
員
は
、
雑
誌

『政
治
研
究
』

へ
の
寄
稿

の
権
利
を
も

ち
、
毎
号
当
該
雑
誌
の
配
布
を
受
け

る
。
但
し
当
該
雑
誌

へ
の
掲
載
に
関
し
て
は
、
別
に
定
め
る

「
『政
治
研
究
』
執
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筆
規
定
」

に
従
う
も
の
と
す
る
。

第

八
条

本
会
は
、
次
の
機
関
を
置
く
。

0

本
会
の
運
営

に
関

わ
る

一
切

の
決
議
は
総
会

に
お

い
て
こ
れ
を
行
う
。
総
会
は
原
則
と
し
て
年

一
回
年
度

最
初

の
例
会
と
共
に
開
催
す
る
。
次
項
に
定
め
る
事
務

局

・
委
員
会
は
、
総
会
に
お
い
て
前
年
度
の
活
動

に
関

す
る
報
告
を
行

い
、
総
会
で
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
総
会
で
の
議
決
は
、
出
席
会
員

の
過

半
数

に
よ
る
。
な
お
、
会
員
の
三
分

の

一
の
賛
成

に
よ

り
、
臨
時
総
会
を
開
く
こ
と
を
得
る
。
臨
時
総
会

に
お

け
る
議
決
は
、
次
の
総
会
の
開
催
ま
で
、
そ
の
効
力
を

有
す
る
。

口

本
会

に
は
以
下
の
事
務
局

・
委
員
会
を
置
く
。

①

研
究
会
事
務
局

日
政
治
研
究
会
例
会

の
運
営

に

関
わ
る
事
務
を
行
う
。
事
務
局
に
は
幹
事
、
会
計
ほ

か
必
要
に
応
じ
て
若
干
の
委
員
を
置
く
。
ま
た
、
事

務
局
は
毎
会
計
年
度
の
予
算
を
作
成
し
、
総
会

に
提

出
し
て
そ
の
審
議
を
受
け
議
決
を
経

な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

②

編
集
委
員
会

日
雑
誌

『政
治
研
究
』
の
発
行
に
関

わ
る
事
務
を
行
う
。
当
該
雑

誌
の
編
集

に
あ
た
っ
て

は
、
別

に
定
め
る

「
『政
治
研
究
』
執
筆
規
定
」
に
従

う
も
の
と
す
る
。
編
集
委
員
会
に
は
、
代
表
委
員
ほ

か
必
要

に
応
じ
て
若
干
の
委

員
を
置
く
。

③

監
査
委
員
会

日
政
治
研

究
会

の
会
費
運
用

に
関

す
る
監
査
を
行
う
。

日

幹
事
会

日
本
会
に
は
幹
事
会

を
置
く
。
幹
事
会
は
、

前
項
に
定
め
る
事
務
局

・
委
員
会
の
代
表
者
で
こ
れ
を

構
成
す
る
。
幹
事
会
は
事
務
局

・
委
員
会
を
代
表
し
、

総
会

に
お
け
る
議
決
の
執
行

に
責
任
を
負
う
と
共
に
、

総
会

に
対
し
て
本
会
の
運
営

に
関
わ
る
提
案
を
行
う
。

第
九
条

第
八
条

に
定
め
る
機
関
を
運
営

す
る
委
員
は
、
会
員
の

中
か
ら
総
会

で
選
出
し
、
そ
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
但

し
再
任
は
さ
ま
た
げ
な
い
。
ま

た
、
第
八
条
に
定
め
る
委

員
の
ほ
か
、
本
会
に
は
会
長
を
置

く
。
会
長
は
九
州
大
学

政
治
学
関
連
部
門
の
教
員
よ
り
互
選
す
る
。
会
長
は
本
会

を
代
表
し
、
本
会

の
運
営
に
責

任
を
負
う
。

第
十
条

本
規
約

の
改
正
は
、
総
会
に
お
い
て
行
う
。
規
約

の
改
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正

に
は
、
出
席
会
員
の
三
分
の
二
の
賛
成
を
必
要
と
す

る
。
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『
政

治

研

究

』

執

筆

規

定

第

一
条

『政
治
研
究
』
の
発
行

e

『政
治
研
究
』
(以
下
本
誌
と
称
す
)
は
、
政
治
研
究
会
(以

下
本
会
と
称
す
)
会
員

の
研
究
成
果
を
発
表
す
る
た
め
に
、

原
則
と
し
て
年

一
回
三
月

に
発
行
さ
れ
る
。

口

本
誌

の
発
行

に
と
も
な
う
事
務
は
、
編
集
委
員
代
表
を
中

心

と
す
る
編
集
委
員
会
が
こ
れ
を
行
う
。

第
二
条

投
稿
資
格

O

本
誌

へ
の
投
稿
は
、
原
則
と
し
て
会
費
を
完
納
し
た
本
会

会
員
に
限
る
。

口

編
集
委
員
会

の
判
断
で
、
本
会
会
員
ま
た
は
非
会
員
に
原

稿
執
筆
を
依
頼
す
る
場
合
が
あ
る
。
な
お
、
執
筆
依
頼
は
本

会
会
長
が
文
書
を
も

っ
て
こ
れ
を
行
う
。

第
三
条

投
稿
上
の
注
意

の

本
誌

へ
の
論
文
掲
載
を
希
望
す
る
会
員
は
、
編
集
委
員
会

が
指
定
す
る
締
切
日
ま
で
に
、
編
集
委
員
会
宛

に
原
稿
を
提

出
す
る
。
(郵
送
の
場
合
は
、
締
切
日
ま
で
に
必
着
と
す
る
。
)

投
稿
締
切
日
は
、
毎
号
ご
と
に
編
集
委
員
会
が
決
定
し
、
適

当
な
時
期
に
本
会
会
員
に
通
知
す
る
。

口

提
出
原
稿
は
完
成
原
稿
と
す
る
。

第
四
条

論
文
の
内
容
と
種
別

e

本
誌

に
掲
載
さ
れ
る
論
文
は
、
政
治
学
お
よ
び
そ
の
関
連

領
域
に
関
す
る
未
公
刊
の
論
文
と
す
る
。

口

本
誌

に
掲
載
さ
れ
る
論
文
は
、
そ
の
内
容

に
よ

っ
て
、
論

説
、
研
究

ノ
ー
ト
、
書
評
、
資
料
紹
介

等
に
分
類
さ
れ
る
。

第
五
条

原
稿
の
頁
数

原
稿
の
頁
数

(注
釈
を
含
む
)
は
、
論
文

の
種
別
に
よ

っ
て
以

下
の
通
り
に
定
め
る
。
所
定
の
上
限
頁
数
を
原
則
と
す
る
が
、
論

説
に

つ
い
て
の
み
費
用

の
自
己
負
担

に
よ
り

さ
ら
に
五
頁
ま
で

掲
載
を
認
め
る
。
そ
れ
以
上
の
超
過
は
認
め
な
い
。

一獅[



(論
文
種
別
)

(頁
数
)

(掲
載
時
の
段
組
)

論
説

三
〇
頁

(三
万
三
千
字
程
度
)

一
段
組

研
究
ノ
ー
ト

二
〇
頁

(
二
万
字
程
度
)

二
段
組

書
評

八
頁

(八
千
字
程
度
)

二
段
組

資
料
紹
介
等

八
頁

(八
千
字
程
度
)

二
段
組

第
六
条

投
稿
原
稿
の
審
査

O

投
稿
さ
れ
た
原
稿
は
、
編
集
委
員
会
が
依
頼
す
る
匿
名

の

査
読
委
員
に
よ

っ
て
審
査
さ
れ
、
審
査
結
果
に
基
づ

い
て
編

集
委
員
会
が
本
誌
掲
載
の
可
否
を
決
定
す
る
。

口

採
否
は
以
下
の
諸
点

の
評
価
に
基
づ
き
、
総
合
的

に
判
断

し
て
決
定
さ
れ
る
。

①

内
容

(論
旨
の
明
確
性
、
内
容
の
独
創
性
、
方
法
の
妥

当
性
、
資
料
の
信
頼
性
な
ど
)

②

表
現

(用
語

・
表
題

・
文
献
引
用

・
注
釈

・
図
表

の
適

切
性
な
ど
)

口

審
査
結
果
に
つ
い
て
は

「採
用
」
「不
採
用
」
「修
正
の
上

再
審
査
」
の
い
ず
れ
か
を
執
筆
者
に
通
知
す
る
。
こ
の
う
ち
、

「修
正
の
上
再
審
査
」
に
該
当
し
た
原
稿
は
い
っ
た
ん
執
筆

者
に
返
却
さ
れ
、
執
筆
者

に
よ
る
修
正
の
後
、
再
度
審
査
を

行
う
。

第
七
条

投
稿
時

の
注
意

e

原
稿
は
、
本
誌
掲
載
時

に
は
、
原
則
と
し
て
縦
書
き
で
掲

載
さ
れ
る
の
で
数
字
の
表
記
等
に
注
意
す
る
こ
と
。
横
書
き

で
の
掲
載
を
特
に
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
編
集
委
員

会

に
明
確
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

ロ

ワ
ー
プ

ロ
で
原
稿
を
作
成
し
た
場

合
は
、
テ
キ
ス
ト
形
式

で
保
存
し
た
フ
ァ
イ

ル
を
、
M
S
D
O
S
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
の
フ

ロ
ッ
ピ
ー

・
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
た
も
の
を
併
せ
て
提
出
す

る
こ
と
。

日

特
殊
な
文
字

(英
語
以
外
の
外
国
文
字
、
非
常
用
漢
字
等
)

や
図
表
を
使
用
す
る
な
ど
、
活
字
を
組
む
に
当
た

っ
て
特

に

注
意
が
必
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
、
該
当
個
所
を
朱
筆
で
明

示
す
る
こ
と
。

五

注
釈
は
す
べ
て
本
文
末

に

一
括
し

て
掲
げ
る
こ
と
。

五

原
稿

に
は
以
下
の
事
項
を
記
載

し
た
別
紙
を
添
付
す
る

こ
と
。

①

執
筆
者

の
氏
名

(漢
字
、

ロ
ー

マ
字
)

②

連
絡
先

(住
所
と
電
話
番
号
、
あ
る
場
合
に
は
f
a
x番

一㎜一



号
と
e
-
m
a
i
l
ア
ド
レ
ス
)

③

執
筆
者
の
所
属

・
身
分

④

論
文

の
表
題
お
よ
び
必
要
で
あ
れ
ば
副
題

(和
文
、
英

文
)

⑤

論
文

の
種
別

⑥

抜
刷
部
数

二

〇
〇
部
ま
で
は
無
料
、

一
〇
〇
部
以
上

は

一
部

一
〇
〇
円
)

第
八
条

校
正

e

校
正
は
原
則
と
し
て
二
回
行
う
。
た
だ
し
、
執
筆
者
が
遠

隔
地
に
い
る
場
合
は
、
校
正
は

一
回
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

口

校
正
は
誤
字
、
脱
字
、
誤
植
の
訂
正

の
み
と
し
、
校
正
の

段
階
で
の
内
容
上
の
修
正
、
ペ
ー
ジ
数
の
増
減
を
と
も
な
う

変
更
は
認
め
な
い
。

第
九
条

そ
の
他

e

本
誌
の
発
行
に
と
も
な
う
各
作
業
の
期
限
や
細
目
は
、
編

集
委
員
会
が
そ
の
都
度

こ
れ
を
定
め
て
通
知
し
、
執
筆
者
は

そ

の
指
示
に
従
う
こ
と
。

口

執
筆
者
が
執
筆
規
定

に
違
反
し
た
場
合
、
も
し
く
は
編
集

委
員
会

の
指
示
に
従
わ
な

い
場
合
は
、
編
集
委
員
会

の
判
断

で
原
稿
受
理
後

で
あ

っ
て
も
掲
載
を
拒

否
す
る
こ
と
が
あ

る
。
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